
 

 

地域公共交通等運行継続緊急支援事業補助金交付要綱 

 

（交付の目的） 

第１条 福島県は、今般の原油価格・物価高騰の影響により厳しい経営環境にある路線バ

ス（乗合バス）・高速バス・貸切バス・タクシー事業者、自動車運転代行業者及びトラッ

ク運送事業者（以下「地域公共交通等事業者」という。）の事業継続を支援するため、地

域公共交通等運行継続緊急支援事業を行う者（以下「補助事業者」という。）に対し、福

島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。）

及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第２条 補助金は、補助対象事業者が地域公共交通等事業者の車両維持に要する経費の一

部を緊急支援金として助成する地域公共交通等運行継続緊急支援事業を行う場合に当該

事業に要する経費について、補助対象事業者に対して交付するものとし、その対象経費

及び補助額は、別表のとおりとする。 

 

（補助金交付申請） 

第３条 規則第４条第１項に規定する申請書は、様式第１号によるものとし、補助対象事

業者が補助金の交付の申請をしようとするときは、知事が別に定める期限までに、関係

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第４条 補助対象事業者は、規則第４条の規定に基づき交付補助金の申請を行うに当たり、

当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税

及び地方消費税相当額のうち、消費税法及び地方税法の規定により仕入に係る消費税及

び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該消費税及び地

方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

２ 補助対象事業者は、規則第13条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、補助金に係

る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税

仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

(1) 補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことがなく、補助事業の

目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合 

(2) 本事業について、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の額

を20％以内の範囲内で減額する場合 

 

 



 

 

（変更の承認） 

第６条 規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき知事の承認を受けようとする

場合は、事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければな

らない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又

は条件を付すことができる。 

 

（事業遅延の届出） 

第７条 規則第６条第１項第３号の規定に基づき報告する場合は、事業遅延届（様式第３

号）を速やかに知事に提出してその指示を受けなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第８条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日

から起算して10日を経過した日とする。 

 

（概算払） 

第９条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の

方法により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第

４号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(1) 概算払を必要とする理由書 

(2) その他知事が必要と認める書類 

 

（経費の効率的使用等） 

第10条 補助対象事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また、支払を行う

場合には、福島県の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最

大の効果を上げるように経費の効率的使用に努めなければならない。 

 

（状況報告） 

第11条 補助対象事業者は、補助事業の実施状況を知事から求められた場合は、実施状況

報告書（様式第５号）により速やかに知事に提出しなければならない。 

 

（完了報告） 

第12条 補助対象事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに完了報告書（様式第６

号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第13条 規則第13条の規定による実績報告は、実績報告書（様式第７号）により、事業完

了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から

起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月15日



 

 

のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る福島県の会計年度が終了

した場合にあっては、知事が別に定める日までに前項に準ずる実績報告書を知事に提出

しなければならない。 

３ 第１項の場合において、実績報告書の提出期限につき、知事の別段の承認を受けたと

きは、その期限によることができる。 

４ 第２項に規定する補助金の交付の決定に係る福島県の会計年度が終了した場合におけ

る実績報告書には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した書面を添付しな

ければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第14条 知事は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報

告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した経費の額

又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定し、補

助対象事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

でないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らか

な場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものと

する。 

３ 知事は、第１項の規定により補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合

において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助

金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日とし、期限内に納付がな

い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95％の割合で

計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付の請求） 

第15条 補助金交付の決定の通知を受けた補助対象事業者は、補助事業等が完了した場合

は、補助金交付請求書（様式第８号）を速やかに知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消等） 

第16条 知事は、第６条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のい

ずれかに該当する場合には、規則第５条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は変更することができる。 

(1) 補助対象事業者が法令、この要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくはこ

の要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

(2) 補助対象事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助対象事業者が補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした

場合 



 

 

(4) 補助金の交付の決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

２ 知事は、前項の規定により規則第５条の交付の決定の取消しを行った場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 知事は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、そ

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95％の割合で

計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条の規定を準

用する。 

 

（財産の管理等） 

第17条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をも

って管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 知事は、補助対象事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はある

と見込まれるときは、その収入の全部又は一部を福島県に納付させることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第18条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産」という。）

については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金

交付の目的に従って運用しなければならない。 

２ 取得財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に

定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、知事の承認を受けないで補助金の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。 

３ 前項の期間内に取得財産を処分することにより収入を生じたときは、その補助金相当

額を福島県に納付しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第19条 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地

方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告書（様式第９号）を知事に提出しなければなら

ない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全

額又は一部の返還を命じることができる。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第20条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿

その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算し

て５年間保存しなければならない。 



 

 

 

（補則） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別

に定めるものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、令和４年７月２１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和５年12月27日から施行する。 

  



 

 

別表 

 

区分 補助対象経費 補助率 

事業費 地域公共交通等事業者に対して、助成する緊急支援

金 

10分の 10以内 

事務費 人件費、振込手数料、旅費、賃借料、消耗品費、印

刷製本費、通信運搬費、外注費、委託費、その他事

業を行うために必要な経費 

10分の 10以内 

 事業費のうち、緊急支援金の交付対象事業者、交付要件、交付対象車両及び緊急支援

金の額等については、知事が別に定める。 

 


